
 

 

 

 

 

 

一般事業主行動計画の策定促進の呼びかけについて 

 

 

仕事と子育ての両立や雇用環境整備のため企業が策定する一般事業主行動計画について、本県

では、いしかわ子ども総合条例により、従業員２１人以上４９人以下の企業は積極的努力義務と

してきましたが、従業員の仕事と子育ての両立を一層推し進めるため、令和８年４月１日から一

般事業主行動計画の策定を義務化いたします。 

計画の策定は、従業員の柔軟な働き方につながるだけでなく、企業にとっても人材の確保・定

着等にメリットがあり、このたび対象企業に策定を促すチラシを作成し、配布しておりますこと

をお知らせします。 

また、企業が石川県社会保険労務士会による策定支援を活用いただけることも併せてお知らせ

します。 

 

（参考）詳細は別添チラシ参照 

 

 一般事業主行動計画  

次世代育成支援対策推進法に基づき、事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用

環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当た

って、①計画期間、②目標、③目標を達成するための対策及びその実施時期を定めるもの 

 

従業員の数 規定内容 根拠法令 

１０１人以上 義務 
次世代育成支援対策推進法 

［国］ 

５０～１００人 義務 
いしかわ子ども総合条例 

［県］ 

２１～４９人 
平成３１年４月１日～ 積極的努力義務 

令和８年４月１日～  義務 

いしかわ子ども総合条例 

［県］ 

※従業員の定義（役員は除く） 

常時雇用する労働者数として、正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず 

・期間の定めなく雇用されている者 

・過去１年以上雇用されている者または雇入れから１年以上の雇用が見込まれる者 

＜資料提供＞令和７年５月２６日 
健康福祉部少子化対策監室 
子ども政策課長 沖野 
TEL：（直通）076-225-1446 
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